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「三田学会雑誌」89卷 3 号 （1996年10月）

外国企業は貿易政策に影響を及ぼすのか？ *

—— 情 報の非対称性のもとでの分析 ——

蓬 田 守 弘

1 . は じ め に

伝統的な貿易政策の理論では，政策決定主体は民間主体からの影響を受けずに貿易政策を決定で 

きると想定されていた。 しかしながら現実には，民間主体は様々な手段によって貿易政策の決定に 

影響を及ぼそうとする。例えば企業によるロ ビ ー 活動はその一例である。企業が貿易政策に影響を 

及ぼす手段はロ ビ ー 活動に限らない。アンチダンピング関税やガット19条に基づいたセ ー フ ガ ー ド 

措置などの貿易政策は，国内生産量の減少や外国からの輸入量の急増といった経済変数の変化に応 

じて裁量的に決定されている。市場支配力をもつ国内企業や外国企業が，貿易政策の裁量的な決定 

メカニズムを読み込んで行動するとすれば，生産量や輸出量を操作することによって，貿易政策の 

決定に影響を及ぼす可能性がある。

現実に日本からの輸出が急増した米国の産業では， 日本の企業はしばしば輸出量を自主的に抑制 

してきた。 その代表的な例は， 自動車産業の対米自動車輸出自主規制である。輸出自主規制は当初， 

米国政府の要請に基づいて開始された。 しかしその後， □本の企業によって自主的に継続されて

* 本稿を作成する過程で，大山道広，川又邦雄，長 名 寛 明 （以上，慶應義塾大学 )，柳 川 範 之 （東京大 

学)，大東一郎（明海大学）の諸先生方から貴重なコ メ ン ト を 頂いた。特に，大山逍広教授には草稿を丁寧 

に読んでいただき， 多くの有益なご指摘をして頂いた。また，理 論 • 計量経済学会96年度大会に於いて， 

若杉隆平教授（横浜国立大学)，伊藤元重教授（東京大学）からも有益なコ メ ン トを頂いた。本誌のレフリ 

一 か ら の コ メ ン ト も有益であった。こ こ に 記して感謝したい。ただし，有り得べき誤謬はすべて筆者に帰 

すものである。

( 0 ) 例えば最適関税の伝統的な理論では，民間主体が政策変数を所与として行動すると想定されてい 

る。 したがって政府は民間主体からの影響を一切受けずに，一国の経済厚生を最大化するように関 

税率を決定することができる。近年，情報の非対称性，時間的非整合性そして政治経済学などを取 

り入れることで，貿易政策の決定プロセスに民間主体がどのように働きかけ，その結果として政策 

の効果がいかなる影響を受けるのかという問題について研究が進められている。本稿は最近のそう 

した研究の流れに沿うものである。
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きたでなぜ， 日本企業は自主的に輸出規制を継続したのだろうか。 日本の企業の輸出増大は米国の 

貿易政策に少なからぬ影響を及ぼすと考えられる。生産性の上昇に伴って輸出を急増させても， そ 

の結果として米国の関税率が上昇した場合には， 日本企業は将来の輸出による利益を失うことにな 

る。そこで複数の企業が結託してあたかも独占企業のように行動したとすれば，輸出を自主規制す 

ることによって米国の関税率が上昇するのを抑制しようとした可能性がある。

本稿の目的は，情報の非対称性のもとで外国企業が自国の貿易政策の決定にいかなる影響を及ぼ 

すのかを分析することにある。最近の政治経済学的アプローチで想定されているように，政府が政 

策決定において一国の経済厚生のみならず企業からの献金をも考慮するとすれば，企業はロビー活 

動を通じて政策決定に影響を及ぼすことができる。本稿では政治経済学的アプローチとは異なって， 

伝統的な分析と同様に政府は一国の経済厚生のみを最大化すると考える。 したがって企業のロビー 

活動を分析の対象外とし，伝統的な分析では明示的に考慮されることのなかった企業と政府の間の 

情報の非対称性に焦点をあてる。

従来の研究では， 自国政府は外国企業の費用構造（限界費用）を正確に把握し， それに応じて自 

国にとって最適な水準に輸入関税を決定できると考えられていた。 しかしながら現実には，外国企 

業の費用構造は外国企業のみが知る情報であり， 自国政府は外国企業の費用構造を正確には認識で 

きないと考えられる。 そこで本稿では， 自国政府が外国企業の費用構造を正確には認識できないと 

いう想定を導入する。本稿のモデルでは， 自国政府は外国企業の設定する市場価格を観察し， その 

観察から得た情報により外国企業の費用構造を推定する。 そしてその推定された費用構造に基-?'い 

て関税率が決定される。 その結果，外国企業は市場価格を意図的に高く設定することによって，費 

用 構 造 （限界費用）が実際よりも高いという情報を自国政府に伝えようとする。 なぜなら，限界費 

用の高い外国企業に対しては， 自国政府は低い関税率を課そうとするからである。すなわち， 自国 

政府が外国企業の費用構造について不完全な情報しか保有していない場合，外国企業は意図的に高 

い価格をつけて輸出を削減し， 自国の関税率を低下させ得る可能性がある。 さらに，外国企業が市 

場価格を意図的に操作した場合，価格を歪めることによって現在の利潤は減少する一方で，関税率 

に影響を及ぼすことによって将来の利潤は増加する。 したがって，外国企業が価格を歪めて輸出を 

削減するのは，将来の関税率に影響を及ぼすためのある種の投資行動であると考えられる。外国企 

業がこうした投資行動を行うか否かは，外国企業の主観的な割り引き因子に依存することが明らか 

にされる。

K atrak  (1977)や Brander and Spencer (1981)等によって示されたように， 自国市場に外国企業が

( 1 ) 最近の政治経済学的アプローチの例として，例えばGrossman and Helpman(1994)を挙げること

ができる。

( 2 ) 自動車の輸出自主規制について詳しくは、船 橋 （1987)のIII章 1 節を参照せよ。
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独占的に輸出供給している場合， g 国の国民経済厚生を最大化する最適輸入関税率が存在する。最 

適関税率は外国企業の限界費用に応じて決定されるため，関税率を決める際に自国政府は外国企業 

の限界費用を正確に観察できなければならない。K a t r a k (1977)や Brander and S p e n c e r (1981)等の 

従来の分析では，情報の完全性の仮定により， 自国政府は外国企業の限界費用を観察することがで 

きると想定されていた。 しかしながら最近の貿易政策の理論的な研究では， ゲ ー ム の 理論や情報の 

経済学の発展を取り入れることで，政策決定者と企業の間に情報の非対称性が存在するという想定 

のもとで分析が進められている。本稿は，Katrak(1977)のモデルに自国政府が外国企業の限界費 

用を観察できないという意味で情報の非対称性の想定を導入しており，最近発展しつつある情報の 

非対称性のもとでの貿易政策の研究に位置付けられると考えられる。

本稿は，伊 藤 • 清 野 • 誉 田 （1987)の自国政府と国内部分独占企業のシダナリングゲームの分析枠 

組を応用したものである。伊 藤 • 清 野 • 誉 田 （1987)は，国内企業が自国政府の関税率決定に影響を 

及ぼそうとする場合を扱っている。 しかしながら現実には，貿易政策に影響を及ぼそうとする主体 

として国内企業だけでなく外国企業も考慮する必要がある。 なぜなら，国内企業は外国からの競争 

を緩和する目的で自国の関税率を上昇させようとするのに対し，外国企業は逆に関税率を低下せよ 

うという誘因をもつからである。伊 藤 •清野 •誉 田 （1987)は国内企業の影響により関税率が高まるこ 

とを示しているのに対し，本稿では外国企業の影響下では自国の関税率が低下するという結果が導 

かれる。 また，伊 藤 • 清 野 • 誉 田 （1987)は国内企業が関税率に影響を及ぼす均衡とそうでない均衡 

を導いているものの，競争的な外国供給に直面する国内の部分独占企業と自国政府からなる一般的 

なモデルを扱っているため，二つの異なる均衡が存在することを仮定している。 したがって伊藤 - 

清 野 • 誉田（1987)では，均衡が実際に存在するのか， また存在するとしても二つの異なる均衡がそ 

れぞれどのような場合に存在するのかについての分析がなされていない。 そこで本稿では，国内企 

業を分析の対象外として， 自国へ独占供給する外国企業と自国政府からなる単純なモデルを用いる 

ことにより，均衡存在の必要十分条件を示した。均衡の存在条件を求めることで，外国企業が自国 

の関税率決定に影響を及ぼす均衡とそうでない均衡のうちどちらが生じるかが，外国企業の主観的 

割り引き因子に依存して決定されることが明らかにされる。

本稿の構成は次の通りである。次の節では， 自国政府と外国の独占企業の基本モデルを提示し， 

情報の非対称性を導入した 2 期のシグナリングゲームのモデルに拡張する。 3 節では，完全べイジ 

アン均衡を定義した後，一括均衡と分離均衡の存在条件を示し，均衡の性質を明らかにする。 4 節 

では， モデルのパラメータが均衡の存在に与える影響を考察する。 また，分析結果の輸出自主規制 

に対する含意についても述べる。最後に結論では，主要な結果をまとめ，本稿の問題点について述

( 3 ) Collie and Hviid(1994)は，外国独占企業が自国の需要曲線のハ。ラ メ ー タ を観察でき な い と い う 想 

定のもとで，自国の最適関税政策を検討している。
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ベる。

2 . モ デ ル

2 . 1 基本モデル

はじめに以下の分析の基礎となるモデルを説明しよう。 ここで取り上げるモデルは基本的には 

K atrak (1977)のモデルと同じものである。 自国と外国の 2 国，X 財 と F 財 の 2 財， それに労働 L  

の 1 生産要素が存在するとしよう。 自国の効用関数ひ (A f ,  Z ) r )を次のように仮定する。 ただし， 

D x , は ；̂ 財， F 財の自国の需要量であり， a ，6 > 0 と仮定する。

U ( D X, Dy )  =  a  D x - { b  12) D 2X+ D Y

自国では F  =  L という生産技術により F 財が生産されているが， X 財は生産されていないと 

仮定する。 したがって， 自国は外国へ；T 財を輸出し，外 国 か ら X 財を輸入している。 自国政府 

は X 財の輸入に対し，税 率 ，> 0 の従量関税を課すとする。 F 財をニュメレ一ル財とすれば， 自 

国の予算制約は pD x +  D Y =  L + の ;^となる。予算制約のもとで効用関数を最大化することによっ 

て， 自国のX 財の需要関数を求めることができる。 をニュメレール財で測った X 財の相対価格， 

a = a  /  b, 0  =  1 / ろとすれば， 自国の X 財の需要関数 / ^ ( がは次のようになる。

D x {p)  =  a — BP

次 に X 財を生産する外国企業の行動を考えよう。X 財を生産する外国企業は外国で生産を行い， 

輸出によって自国へ供給すると仮定する。 また，外国企業の自国への輸出行動だけを考え，外国へ 

の供給は考慮しない。 なぜなら， ここでは自国政府と外国企業の相互依存関係に分析の中心があり， 

外国企業の外国への供給を考慮することは分析を不必要に複雑にすると思われるからである。 した 

がって，外国における ^ : 財の生産は一定の限界費用 c * で行われ， 自国と外国の X 財の市場間で 

は裁定取引が行われないと仮定する。 この仮定により，外国企業の自国への輸出行動を外国への供 

給行動から独立に扱うことができる。 X 財の輸入に対する税率 / の輸入関税のもと，X 財を生産 

する外国企業が自国への輸出から得る利潤は，

7T* (p, C*, t )  =  { p ~ C * ~ t )  • Dx{p)

となる。外国企業は輸入関税率 t を与えられたものとして利潤 7T*を最大化するように自国でのX  

財の均衡価格 P(C*，t ) を決定する。

p{c*,  t )  =  [a  +  ^ ( c*  +  t )  ] / 2 ^  ( 1 )

外国での生産における限界費用 c * が 高 け れ ば （低ければ ) ， 自国での X 財の均衡価格メ  c * ，0  

も 高 く な る （低くなる）。 また同様に， 自国政府の課す輸入関税の税率 / が 高 け れ ば （低ければ)， 

自国でのX 財の均衡価格メど，0 も 高 く な る （低くなる）。均衡価格力 ( c *，0 を外国企業の利潤関 

数 り に 代 入 す る こ と に よ っ て ，外国企業の均衡利潤を求めることができる。ただし，外
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国 企 業 の 均 衡 輸 出 量 ひ ( c *，t ) )  =  i a - ! 3 { c *  +  t)}  / 2 が正でなければならないから， a —队 c*

+  0  >  o と仮定する。

7T*(p(c*, t),  c*,  t )  =  [ a ~ ^ ( c *  +  t ) ] 2 /4/? ( 2 )

自国の輸入関税率纟や外国企業の限界費用どの上昇は外国企業の均衡利潤を減少させることがわ 

かる。 Brander and Spencer (1981)によって指摘されたように， 自国の輸入関税には関税収人を通 

じて外国企業から利潤を奪う効果がある。

最後に自国政府の行動を考えよう。 自国政府は自国の社会的総余剰を最大化するように外国から 

の ^ : 財の輸入に対する関税率，を決定する。 g 国の社会的総余剰は自国の X 財の市場における 

消費者余剰と X 財の輸入に課された関税による関税収入からなっている。 したがって， 自国の社 

会的 総 余 剰 W は，

W  =  \ D x ( s ) d s  +  t  • D x(p (c* ,  t))J p (c* ,0

となる。関税率の上昇は消費者余剰の減少と関税収入の増加をもたらし，両者が限界的に等しくな 

る水準に自国の最適関税率が決定される。 K atrak  (1971)により示されたように， 自国の需要関数 

が線形であれば自国の最適関税率が必ず存在する。 自国の社会的総余剰 W を関税率 n こ関して最 

大化することにより， 自国の最適関税率

t ( c* )  =  ( a ~ / 3c * )  /  3/S ( 3 )

を求めることができる。 自国の最適関税率，( c * ) は外国企業の限界費用 c * に依存して決定される。 

したがって自国政府が最適関税率を決定するには，外国企業の限界費用を正確に観察できれなけれ 

ばならない。

2 .2  2 期モデル

この節では， 自国政府と外国企業の間に情報の非対称性が存在すると想定した 2 期間のモデルを 

説明しよう。 ここでのモデルは，伊 藤 • 清 野 •誉 田 （198 7)のシグナリングゲームの枠組みを応用し 

て，前節の基本モデルを拡張したものである。はじめにモデルの概要を述べよう。 1 期の期首に外 

国企業の限界費用が変化し，高コストと低コストの二つのタイプが生じる可能性がある。外国企業 

はどちらのタイプであるかを観察できるが， 自国政府は外国企業がどちらのタイプであるかを観察 

できない。外国企業は 1 期の関税率を与えられたものとして 1 期の価格を決定する。 その際に外国

( 4 )  Brander and Spencer (1981)はこの効果を関税による利潤の引き抜き（extraction of rent)と呼ん

だ。

( 5 ) 自国の需要関数が凸関数であれば，自国の最適政策は輸入関税（，> 0 ) でなく，輸入補助金“  <0 )  

となる可能性がある。
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企 業は 1 期の価格が 2 期 に g 国政府が決定する関税率に影響を及ぼすことを考慮する。 なぜなら自 

国政府は 1 期に外国企業が決定する価格をシグナルとして外国企業のタイプを推定し， その推定に 

基づいて 2 期の期首に関税率を決定するからである。 2 期の期首に関税率が決定された後，外国企 

業は関税率を与えられたものとして 2 期の価格を決定しゲ ー ム が 終了する。

モデルの前提となるいくつかの仮定を整理しておこう。 なお， 自国の需要構造など， その他の基 

本的な仮定はすべて基本モデルと同じである。

仮定

1 . 外国企業の限界費用が変化した結果，高コストと低コストの二つのタイプが生じ得る。高 

コストの限界費用を c j ，低コストの限界費用を c f とし， 0 く c? く とする。外国企 

業はどちらのタイプが生じたかを観察できる。

2 . 自国政府は外国企業の限界費用が変化し， そ の 結 果 生 じ 得 る 限 界 費 用 の 大 き さ c t l  

知っているが， どちらが実現したかを観察できない。 ただし自国政府は確率的な情報をも 

っている。 1 期の期首に自国政府が L タイプ，がタイプの外国企業に付与する事前の主 

観確率をァ，；l - 7 とする。

3 . 自国政府は外国企業が 1 期につけた価格を正確に観察できる。

4 . 1 期の関税率は外生的に与えられている。

5 . 自国の需要関数と外国企業の限界費用は2 期間を通じて不変である。

外国企業の限界費用の変化後， 自国政府は即座に関税率を変更するのではなく， 1 期の価格を観察 

した後の 2 期の期首において新たな関税率を決定する。 したがって 4 で仮定されているように， 自 

国政府は 2 期の関税率のみを決定する。

このシグナリングゲームにお い て ， 自国政府と外国企業が意志決定を行う時間的な流れは次の通 

りである。

1 期

1 外国企業の限界費用が変化し，外国企業の夕イプが決定される。

2 外国企業が与えられた関税率のもとで 1 期の価格を決定する。

2 期

3 自国政府が 1 期に観察した価格をもとに外国企業のタイプを推定し， 2 期の関税率を決定 

する。

( 6 )  4 節で以下の分析結果がh の変化に依存しないことが示される。
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4 外国企業が与えられた 2 期の関税率のもとで 2 期の価格を決定する。

ここで後の分析の準備として自国政府が外国企業の限界費用を観察できるケースを考えよう。外 

国企業は1 期 と 2 期の利潤を合計した総利潤を最大化するように， それぞれの期の価格を決定する。

>  0 を外国企業の主観的な割引因子とすると，外国企業の目的関数は，

c j ,  U ) 十 3*n*{p2,  c f ,  t2) j  =  H ,  L  ( 4 )

となる。 （1 ) より，外国企業が決定するそれぞれの期の価格は次のようになる。

Pi{cJ,  ti) =  [ a + / 3  ( c* +  た) ] /  2/3 ( 5 )

ただし， i = 1 ，2， j  =  H ,  L 。 c t  <  c l であるから，外国企業が L タイプのときのほうが//タイ 

プのときよりも価格は低くなる。一方， 1 期の関税率は外生的に与えられていると仮定しているか 

ら， 自国政府は 2 期 の 自 国 の 社 会 的 総 余 剰 恥 を 最 大 化 す る よ う に 2 期の関税率を決定する。

( 3 ) より 2 期 の g 国の最適関税率は，

t i i c f )  =  ( a - / 3 c f )  /  3/? i  =  H ,  L  ( 6 )

となる。 為であるから，外国企業が L タイプのときのほうが，がタイプのときよりも最適 

関税率は高くなることに注意しよう。

3 . 主観的割り引き因子と均衡

自国政府が外国企業のタイプを観察できないとき， L タイプの外国企業は/ / タイプの振りをす 

ることで自国政府のつける関税率を低下させようとする誘因をもつ。 自国政府は外国企業のつける 

価格を観察してそのタイプを推定するから，外国企業は価格を通じてタイプに関する情報を操作す 

る可能性がある。 この節では，はじめにシグナリングゲ ー ム の 均衡概念として完全ベイジアン均衡 

(perfect bayesian eq u i l ib r iu m )を定義する。次に，完全ベイジアン均衡として一括均衡と分離均衡 

(separating equ il ib r iu m )のふたつのタイプの均衡を求める。一括均衡では外国企業がどちらのタ 

イプであっても同じ価格をつけることから， 自国政府は価格の観察からタイプに関する情報をなん 

ら得ることができない。 また分離均衡では外国企業がタイプに応じて異なった価格をつけるから， 

自国政府は外国企業のタイプを正確に推定することができる。 さらに一括均衡と分離均衡のうちど 

ちらが生じるかは，外国企業の主観的割り引き因子に依存することが明らかにされる。

( 7 ) 伊藤 • 清野 •誉 田 （1987)では逐次的均衡（sequential equiliblium)が用いられているが，ここでは 

完全べイジアン均衡（perfect bayesian equilibrium)を用いる。本稿のモデルではどちらの均衡概念 

を用いても本質的な違いはないと考えられる。詳しくは， Fudenberg and Tirole(1991)を参照せよ。
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3 . 1 完全ベイジアン均衡

シグナリングゲームの均衡概念である完全ベイジアン均衡（perfect bayesian equilibrium) を定義 

するために， いくつかの準備をしよう。はじめに，外国企業と自国政府の戦略を考えよう。 シグナ 

リングゲームにおける外国企業の戦略変数は 1 期の価格である。外国企業の純粋戦略P は，

尸 ：{c?，c S } — (0 メ /め  ( 7 )

となる。 （7 ) を用いると，メ タ イ プ U  =  H ，L ) の外国企業の混合戦略を示す確率分布は次のよ 

うな形で示される。

Prob [ P  (c* )  =  • } ( 8 )

( 8 ) はノ_タイプの外国企業が / 3( c T ) という戦略を確率P r o b {  . } で選ぶことを示している。 ただ 

しここでは分析の簡単化のため，外国企業の純粋戦略のみを考えることにする。 したがって 

か e  (0, W バ）に対し，

Prob { P { c J ) = か）ニ 1 もしくは Prob { P (c * )  ニ か} =  0 ( 9 )

のどちらかが成立する。す な わ ち （9 ) は，外国企業が確率 1 である価格を戦略として選ぶことを 

意味している。次に自国政府の戦略を考えよう。 自国政府の戦略変数は 2 期の関税率である。 自国 

政 府 は 1 期に価格を観察した後， 2 期の自国の社会的総余剰を最大化するように 2 期の関税率を決 

定する。 自国政府の純粋戦略 T は，

T' (Q，al  H U  0 -  ct] (10)
となる。 自国政府と外国企業の戦略を用いて， シグナリングゲームの完全ベイジアン均衡（perfect 

bayesian e q i l ib r iu m ;を疋義をしよつ。

定義

自国政府と外国企業によるシグナリングゲームの完全ベイジアン均衡は，（及 ）（及 ）を満たす外 

国企業の均衡価格 P E( • )， 自国政府の均衡関税率 T E( ■ )， 自国政府の事後の主観確率パ（• 卜 ） 

である。 ただし " ( d 5 | p i ) は自国政府が価格かを観察した後， タイプの外国企業に付与する主観 

的確率である。

( E i ) P E ( c j )  e  arg m a x  7t*(ph c f ,  ti) +  d*7r*(p2(cf,  T E(pi)),  c f ,  T E(p 1))

( E 2) T e ( p i ) G arg m a x  /u(c* I Pi) - W2( t2, c *) +  ^ ( ch | pi ) .  W2( t2, ch)

( B  — l ) r  ■ Prob ( P £(c* )  =  p i ) 十 ( 1 —ァ) .P ro b  { P E( c % ) = か} >  0 ならば，

"0 * 1  力）一 ________________ y P r o b { P £ ( c ! )  =  pi}_______________  n i )
1 pl) 一 r .P r o b  { P E( c t ) = か} +  ( l - r ) - P r o b  [ P E{c%) =  p 1} U 1 ；

I pi) =  l ~ n { c t  I Pi) (12)

( B ~ 2 )  y • Prob { P E{ c t )  =  P\) +  ( 1 — r)P rob  { P E{ c % ) = か} =  0 ならば，

(13)

( 8 ) 自国政府の戦略も純粋戦略のみを考える。
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M(c* I pi ) = 0 (14)

(五!）は外国企業が2期間の総利潤を最大化するように 1 期の価格を決定する事を示している。⑷  

は （B  —1 ) ( B  —2 ) で与えられる外国企業のタイプに対する主観的な事後確率 " のもとで， 自国政 

府が総余剰を最大化するように 2 期の関税率を決定することを示している。（B ) はそれぞれのタイ 

プの外国企業に付与する自国政府の主観的な事後確率 “ を示している。事後の主観的確率" は自 

国政府が 1 期の価格を観察した後，ベイズのルールに従って事前確率ァをアップデ一トしたもの 

である。 （5  — 1 ) は自国政府が外国企業の均衡戦略を観察した場合の事後確率でり，（万一2) は自国 

政府が外国企業の均衡戦略以外の価格を観察した場合である。完全ベイジアン均衡では （B  — 2) の 

" の値は任意に与えられる。 ここでは （B  — 2 ) において， 自国政府は外国企業がL タイプであると 

確信すると仮定されている。

3 . 2 一括均衡

この節では，一括均衡における外国企業の均衡価格， 自国の均衡関税率を示し一括均衡が存在す 

るための条件を明らかにする。一括均衡とは外国企業がどちらのタイプであっても均衡戦略として 

同じ価格を決定する均衡である。一括均衡の均衡価格をがとすると外国企業の均衡戦略は

Prob { P e( ch) =  p \ ]  =  Prob { P E{ c t )  =  />f}= 1  (15)

となる。 ここでは外国企業の純粋戦略のみを考えるから， どちらのタイプの外国企業も確率 1 で均 

衡価格を選ぶ。

次に自国政府の均衡戦略を求めるが， その前に自国政府が外国企業に付与する事後の主観確率从 

を求めよう。事後の主観確率 " は （1 5 ) で与えられる外国企業の均衡戦略を，完全ベイジアン均 

衡の定義（5 ) へ代入することから得られる。パは自国政府が均衡価格を観察した場合（B - 1 ) と， 

均衡価格でない価格を観察した場合（5  — 2 ) では異なるから，はじめに自国政府が均衡価格を観察 

した場合を求めよう。 （1 5 )を （5 - 1 ) へ代入すると，

l A c t  \ Pi) =  7 (16)

m( ch I /> f)= 1 - 7  (17)

となる。 自国政府が均衡価格をがを観察した場合，二つのタイプの外国企業が同じ価格を均衡価 

格として選ぶことから， 自国政府は価格の観察によって外国企業のタイプについての情報を得るこ 

とができない。 このため価格を観察した後の主観確率"は価格を観察する以前の主観確率ァに等

( 9 )  L タイプのみに均衡から逸脱する誘因があるとすれば，ここでの" に関する仮定（自国政府が均 

衡から逸脱するのは乙タイプであると確信すること）は合理的である。ただしL タイプに逸脱する 

誘因がなく H タイプにその誘因がある均衡では，ここでのn に関する仮定は必ずしも合理的であ 

るとは言えない。補論 2 では，均衡においてそれぞれのタイプが均衡から逸脱する誘因を調べるこ 

とにより，均衡と" の仮定との直観的な整合性を確認している。（注1 5 )も参照せよ。
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しくなる。次に自国政府が均衡価格でない価格を観察した場合の " を求めよう。 —  2)から，

M e t  I か）= 1  (18)

| A) =  0 (19)

となる。ただし，か ♦ がである。 この場合は自国政府は外国企業が L タイプであると確信する。

自国政府の事後確率が求まったので， 自国政府が均衡価格を観察した場合と， そうでない場合の均 

衡関税率を求めることができる。（及 ）（16) (17)から自国政府が均衡価格を観察した場合の均衡関 

税率は，

/ •  Wi^Cl , fc) +  ( 1 — / )  • W2{c%, ,2)

をらについて最大化することにより求まる。均衡価格を観察した場合の均衡関税率をぜとすると， 

T E( p i ) = t2p = ァ.fc(cf)十 （1ーァ）• t2(c%) (20)

となる。一括均衡の均衡価格を観察した場合の均衡関税率は， L タイプと//タイプの外国企業に 

対する最適関税率の事前確率ァに関する加重平均となる。 また， 自国政府が均衡価格を観察しな 

い場合は， ( E 2) (18) (19)から自国政府の目的関数は恥 U ，c O となり，均衡関税率は

T E { p i )  =  t2( c t )  (21)

となる。 ただし，か ネ が で ある。均衡価格を観察しない場合， 自国政府は外国企業が L タイプで 

あると確信するから，均衡関税率は L タイプに対する最適関税率に等しくなる。

最後に，外国企業が均衡価格 /)f を選ぶための条件（̂ ) が成立していなければならない。 （20)

(21)を ⑷ へ代入すると外国企業ががを選ぶ条件は，

7：\ ( p Pu c t ,  h) +  d*7rt(p2{ c t ,  t() ,  c l , t D

2  7rt (p i ( ct ,  U), C*L, h ) +  d * n i { p 2{ c t ,  t2( c t ) ) ,  c t ,  t2{ c t ) )  (22)

7Ti(pi ,  C%, ti) +  8 * 7：2^p2^CH, t i \  Ch, t z )

= 7Ti(pi (c%,  t\),  Ch, t \ ) +  8 *  7t*(p2(cH, ^(c*)), C%, ^(c*)) (23)

となる。 （22)は 7：タイプの外国企業がが を選ぶ条件であり， （23)は//タイプの外国企業の条件で 

ある。 （22) (23)の左辺は外国企業が均衡価格 p てを選んだ場合の利潤であり，右辺は均衡から逸脱 

して均衡価格以外の価格を選んだ場合に達成可能な最大利潤である。

— 括均衡が満たすベき全ての条件が求まったので，実際に均衡が存在するかどうかを確かめる必 

要がある。一括均衡が存在するには， （22) (23)を満たす均衡価格 p ミが存在しなければならない。 

そこで，均衡価格と外国企業の主観的割り引き因子 d * の関係を明らかにし，均衡が存在する場合 

に主観的割り引き因子が満たすべき条件を導こう。 （5) (6) (20)を（22) (23)へ代入して整理する 

と，

• (が)2 — 执 .沉 +  (段 )2 / 4/? S  が ( A l / 4/?) (24)

( 1 0 ) 伊藤 • 清野 • 誉 田 （1987)では均衡の存在が仮定されていたが，ここでは均衡の存在条件を示す。
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/? • (P^)2- B h - P ? + ( B h)2 / A / S ^  8* ( A h /  4幻  (25)

を得る。ただし記号は次の通りである。

A H =  j 3 ( l - 7 ) ( c ^ - c t M a - ^ ) - ^ ( l  +  r ) ( c ^ - c t ) ]  /  9 >  0 

AL = ̂ { l - r)(c*H-ct ) [Ma-^ct )  + ̂ l -r)(c*H-ct)}  h  > 0
B j =  a~\- j~\~ t\ ) 〉 0

(24) (25)の 左 辺 は n f i p ^ c f ,  h), c j ,  c f ,  h ) を変形したものであるから，外国企業が均

衡 か ら 逸 脱 し た 場 合 の 1 期 の 利 潤 の 増 加 を 示 し て い る 。右 辺 は [冗2*(/)2(づ ，の ，c l  t o  

- n i i p z i c * ,  t2{ c t ) ) ,  cア，fc (d：) ) ] を示している。も(c? )  > ぱであるから， この式は外国企業が均衡 

から逸脱した場合の 2 期の損失を示している。一括均衡では，外国企業は価格操作によって 1 期の 

利潤を減少させる代わりに， _ 税率の低下によって 2 期により大きな利潤を得ている。 （24) (25)を 

整理すると，

(4バ2 l A L) [ p [ - p , { c t , た)]2 ^  さ* (26)

(4バ2 IA hM ~ P i( c *h, た)]2 ^  <5* (27)

を得る。 （26) (2 7 )の左辺をそれぞれ凡 (が ；ァ，た)，A O f ; ハ /0 とおくと， （26) (27)を満たすがと 

<5*の組み合わせを示す領域は図 1 の 斜 線 の 部 分 と な る 。 こ の S P が ー 括 均 衡 の が と （T の組み 

合わせを示している。 た だし a / / ? は 価 格 の 上 限 （需要ゼロの価格）を示しており， c ? く より 

p i ( c t ,  h) <  pi(c%, h ) である。 ま た図 1 は F L( • ) と ル （• ）の交点を示す K P が a  I 3  X り大きい 

ケースを不している。

ここで次の命題を得る。

命 題 1

次のような一括均衡が存在するための必要十分条件は，外国企業の主観的割り引き因子ゲが 

/32( c *h - c *l)2 /  [ ( A L)m +  (AH)112]2 ^  d* を満たすことである。

P E{ c t ) ^ P E{ c l ) = p p,

ただし { 8 * , p p ,) e  S P

T E(pPi ) =  t i  = 7 fc (c* )  +  ( l - 7 )  t2 (c%)

T E( p i ) =  h ( c t )

^ ( c t  I P v ) ^ r ,  ^(c% | pf)  =  l ~ r  

^ ( c t  I P i ) = y ,  | か）= 0  

ただし， p i半pi,  S p は 図 1 参照。

(11) A h >  0 の証明は補論 1 を参照せよ。
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Fj, <5*

図 1 一括均衡の存在

K  _  B h( A l )^~ B L{ A H)h  ̂ a , —
八 广 2"[ ⑷ し 0 4 ,  〉 j のケース

証 明 ：図 1 より均衡価格がが存在するための必要十分条件はがが /?2(c %  — c ' ) 2 /  [(ん 严 +  

{ A h) 1'2}2 ^  8 * を満たすことである。 証明終了

ここで一括均衡の主要な性質をまとめておこう。

1 . 均衡関税率はばとなり， 自国政府はもはや情報が完全な場合と同じ最適関税率ら (C■ア）を課 

すことができない。外国企業が L タイプであれば，均衡関税率は最適関税率よりも小さく，外国 

企業 が / / タイプであれば，均衡関税率は最適関税率より大きくなる。 したがって，外国企業が / /  

タイプであれば，関税による利潤の引き抜き効果は高められ，外国企業が L タイプであれば低め 

られる。ただし，外国企業がどちらのタイプであっても，均衡における自国の社会的総余剰は情報 

が完全な場合よりも低下する。

2 . 外国企業の均衡価格は，主観的割り引き因子が大きくなるほど存在領域が広がる。外国企業 

が L タイプであれば主観的割り引き因子が図 1 の邡である場合，均衡価格は情報が完全である場 

合の均衡価格か ( d ん）より高くなる。 この場合， L タイプの外国企業は 1 期の輸出を抑制するこ 

とにより， 2 期に情報が完全な場合よりも低い関税率を自国政府につけさせることができる。
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3 . 外国企業の主観的割り引き因子 ” が十分小さい場合，一括均衡は存在しない。一括均衡が 

成立するには，閨税率が低下することによる外国企業の 2 期の利潤の増加が，価格操作に伴う 1 期 

の利潤の減少より大きくなければならない。主観的割り引き因子が小さい場合，外国企業は 2 期の 

利潤 を 1 期の利潤に比べて相対的に低く評価する。 したがって， <5* が小さくなると外国企業が一 

括均衡から逸脱する誘因が高まり，十分小さい 5 * に対しては均衡が存在しなくなる。

3 . 3 分離均衡

この節では分離均衡 （separating eq u i l ib r iu m )を考えよう。分離均衡とは外国企業がタイプに応 

じて異なった均衡価格を選ぶ均衡である。 をそれぞれ L タイプ，/ / タイプの外国企業の均 

衡価格とすると，外国企業の均衡戦略は，

Prob { P ( c * ) = / ) Li } = 1 , Prob { P ( ch) = P hi} = 1  (28)

となる。純粋戦略のみを考えているから，外国企業は確率 1 で均衡価格を選ぶ。

次に自国政府の戦略を考えるが， その前に前節同様， 自国政府が外国企業に付与する主観的確率 

を求めよう。 （2 8 ) を （11) ( 1 2 ) に代入することで，均衡価格を観察した場合の事後の主観的確率 

I 对）= 1  (29)

h ( ch \ p \ )  ^  I (30)

を得る。 自国政府は夕イプに応じて異なる均衡価格を観察するから，外国企業のタイプを正確に認 

識することができる。 自国政府が均衡価格でない価格を観察した場合， （13) (14)より事後の主観 

的確率は

m( c * I か）= 1  (31)

u(c% I A )  =  0 (32)

となる。ただし，か 幸 が 幸 》f である。一括均衡と同様に均衡価格を観察しない場合， 自国政府 

は外国企業がムタイプであると確信する。事後の主観的確率が求まったところで， 自国政府が選 

ぶ均衡関税率を求めよう。 （五2) (29) ( 3 0 ) より均衡価格が_(y =  L, / / )を観察した場合の自国政府 

の目的関数は

W2(c*,  h) (33)

となる。 （33) をについて最大化することにより均衡関税率

T E{p{) =  t2{ c j )  (34)

を得る。均衡価格を観察した場合， 自国政府は外国企業のタイプを正確に認識できるから， それぞ 

れのタイプに対して情報が完全な場合と同じ最適関税率を課すことができる。 自国政府が均衡価格 

を観察しない場合，外国企業が L タイプであると確信するから， （五2) (31) (32) より目的関数は 

W2{ c t ,  f c )となる。 この場合の均衡関税率は

T E(pi) =  (35)
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となる。ただし，p i 丰 p i 半 p ? であも。

外国企業が分離均衡の均衡価格を選ぶには，グ\ が （£ 2) を満たさなければならない。 したがって 

(仏 ）ょり，

PL1 = Pl ic t  ti) (36)

n \ ( p [ ,  c t ,  h) +  8 *n*2{p2{c t ,  t2{c t ) ) ,  c t ,  t2( c t ) )

^  c t  h ) +  8 * ^ ( p 2( c t ,  t2{c%)), c t ,  t2(c%)) (37)

7rf(pi, c%, ti) +  d*7r*(p2(cH, ^(cS)),  Ch, も(cS))

= 7U*(Pi( ch, ti), Ch, ti) +  S*7T*(p2(cH, tzicty),  C%, tzict) )  (38)

が成り立つ。 （3 6 )より L タイプの外国企業の均衡価格は，情報が完全な場合に 1期の利潤を最大化 

する価格に等しい。 これは，ム タ イプ の外 国企 業が / ) ?以外の価格に逸脱しないためである。

(3 7 )は，ムタイプの外国企業ががを選ばないための条件であり， （3 8 )は / / タイプの外国企業が 

均衡から逸脱しないための条件である。

最後に分離均衡が存在するための条件を導こう。前 節 と 同 様 に （36) (37) (38) から均衡価格と 

外国企業の主観的割り引き因子の関係を明らかにし，均衡価格が存在する場合に主観的割り引き因 

子が満たすべき条件を導こう。 （3 6 ) を （3 7 ) へ 代 入 し て （37) (38) をそれぞれ整理すると

0  • (め 2 — 凡 イ 奶  +  执  /  4 "  2  /  4バ） (39)

13 • M 2 — B h . M  +  B h d*(CH /  4/?) (40)

を得る。 ただし，忍 (y  =  / / ，L ) は前節と同じであり， =  は次の通りである。

Ch 三 ^ { ch~  ct)\_^{a — ^Ch) — /S(ch~  c*)]  /  9 >  0

Cl 三 ^ ( ch~  C'l)[4(«2, — /?C*) +  0 ( ch— C*)] /  9 >  0

( 3 9 ) の左辺は L タイプの外国企業が均衡から逸脱してを選んだ場合の 1 期の利潤の減少を示 

している。右辺は成を選んだ場合の 2 期の利潤の増加を示している。分離均衡では L タイプの外 

国企業は 2 期の利潤を増やすことよりも， 1 期の利潤を最大化することを選んでいる。 （40) の左 

辺 は / / タイプの外国企業が均衡から逸脱した場合の 1 期の利潤の増加であり，右 辺 は 2 期の利潤 

の減少である。 / / タイプの外国企業は分離均衡でも一括均衡と同様に， 1 期の利潤を犠牲にして 

2 期により大きな利潤を得ることを選ぶ。 （39) ( 4 0 ) を整理すると，

(4/?2 i C ^ - p ^ c t , た)]2 ^  (5* (41)

(4^ 2 lCH) [ p ^ - p x{ c t  h) ] 2 ^  8 * (42)

を得る。 （41) (4 2 )の左辺をそれぞれ凡 (成 ；0，* )，ル (炖 ；0，た）とおくと， （41) (42)を満たすぜと 

の組み合わせを示す領域は図 2 の & で示される。

(12) / = 0 のときA j = C j { J = H' L ) であるから0 < ァ <  1 に対してCH >  A h >  0。
( 1 3 ) ァ= 0 の と き =  (メ= / / ，乙）に注意すると（41) (42)の左辺はF)(か；0 ,た）となる。図 2 ではパ
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図 2 分離均衡の存在

Ks-
m w 〉号のケ-ス

ここで次の命題を得る。

命 題 2

次のような分離均衡が存在するための必要十分条件は， <5*が 0 く が <  min  {j32(c*H- c t ) 2 !

[ ( C l ) 1/2- ( C w) 1/2]2, [ a - ^ c t  +  h ) ] 2 I C l ) を満たすことである。

P E( cl) =  p i  =  p i ( c t ,  ti)

P e( c * h) =  P i  ただし， { P i  s*)  e  Ss  

T E( p i ) = t2( c t )

T E( p i ) = t2{cH)

T E{p,) =  t2{c t )

P ( c t  | P i ) = 1，"(cS \ pv)  =  I 

lA c t  I P i ) = 1，f (̂c% 丨か）= o

ただし，p i半p t  p i であり， S 'sは図 2 を参照。

\ F h と八の交点を示す / G が価格の上限であるひ / / 3 よりも大きいケースが描かれている。h が十 

分小さくなれば， / G が 《 / 沒より小さくなる。
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証 明 ：図 2 は [ a - / 3 ( c t  +  h)]2 /C L <  /?2( c S —Ci*)2 / [ ( G _ ) " 2 —(C h )1/2]2 のケースだから，均衡価 

格 》f が存在するための必要十分条件は， が ”  <  [ a - / 3 ( c l  +  t i ) f  /C L を満たすことである。 

証明終了

分離均衡の主要な性質は次の通りである。

1 . 自国政府は情報が完全な場合と同じ最適関税率を外国企業に課すことができる。 したがって， 

関税による利潤の引き抜き効果が歪められることはなく，均衡における自国の社会的総余剰も情報 

が完全である場合に等しくなる。

2 .  L タイプの外国企業は情報が完全である場合と同じ価格をつけるが，/ / タイプの外国企業 

は情報が完全である場合よりも高い価格をつける可能性が高い。 これは， L タイプの外国企業が 

均衡から逸脱して / / タイプの均衡価格をつけないように，/ / タイプの外国企業が必要以上に高い 

価格をつけざるをえないからである。

3 . 外国企業の主観的割り引き因子 (5*が十分大きければ，分離均衡は存在しない。分離均衡で 

は， / / タイプの外国企業は 1 期の利潤を犠牲にして， 2 期により大きな利潤を得ることを選ぶが， 

L タイプの外国企業はそれとは逆に， 2 期の利潤を犠牲にして 1 期の利潤を最大化する。（T が大 

きいことは， / / タイプの外国企業が均衡から逸脱する誘因を弱め， L タイプの外国企業が均衡か 

ら逸脱する誘因を強める。 <5*が十分大きくなると，後者が前者を上回ることによって分離均衡が 

存在しなくなる。

4 . パ ラ メ ー タ の 変化と均衡の存在

前節までの分析で、均衡の存在が外国企業の主観的割り引き因子に依存することが明らかになっ 

た。 この節では、モデルのその他のパラメータが均衡の存在にどう影響するかを示し、最後に分析 

結果の輸出自主規制への含意を述べることにする。

4 . 1 たの変化

はじめに 1 期の関税率れの変化を考えよう。 た が 増 加 （減少） した場合、図 1 ， 2 の /)1軸上の 

p i { c f ,  t \ ) とか (c* / /，た）の距離を維持したままF l と F n が か 軸 と 平 打 に 右 （左）へ移動する。 した 

がって図 1 から，一括均衡が存在する <5*の範囲はたに依存しない。 いま，図 1 において A を増加 

させたとしよう。 ルを固定して考えると， たの増加は凡を右方向へか軸と平行に移動させる。 

このとき I32(c% — c 2 )2/ [ ( / U ) 12 +  (ル ) 12]2 は低下するから一括均衡のがの範囲は拡大する。 これは

(14) cすの変化については明確な結果が得られないので，ここではたとy のみを扱う。
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h の増加が L タイプの外国企業が一括均衡から逸脱する誘因を低下させるからである。 しかしな 

がら， たの増加はルも凡と同様に右方向へ移動させる。ルの移動は //タイプの外国企業が一  

括均衡から逸脱する誘因を高めるから，結 局れとルの動きが相殺されて一括均衡が存在する ”  

の範囲は変化しない。 また，図 2 よ り た の 増 加 （減少）は分離均衡の存在するゲの範囲を縮小  

(拡大）させる可能性がある。 、a 旧 > / G のケースでは分離均衡のの存在範囲は h に依存しない。） 

なぜなら， h の増加は L タイプの外国企業が分離均衡から逸脱する誘因を高めるからである。

4 . 2 アの変化

次に， 自国政府がL タイプの外国企業に付与する主観確率ァの変化を考えよう。図 3 には一括 

均衡と分離均衡の存在領域ん， S 5 が同時に描かれている。 ァ— 0 の と き ル — G  ( ノ_ =  / / ，ム）で 

あるから，Fj(jh ； 7, t i ) はア= 0 のとき F / j h  ； 0, t i ) となる。 またアが 0 か ら 1 に大きくなるにつれ 

て，F人Pj ; 7 , h ) はか (づ ，た）を固定したまま F人Pj ; 0, Q よりも内側へ移動する。 したがって， ァ 

が大きくなるにつれて一括均衡の <5*の存在範囲は縮小する。 これは / の上昇が一括均衡の均衡関 

税 率 ば = yt2( c t )  +  ( I - / )  t2 (c*H) を上昇させ， その結果それぞれのタイプの外国企業が均衡から 

逸脱する誘因を高めるからである。一方， ァの変化は分離均衡における外国企業の誘因に何ら影響 

を与えないので，分離均衡の <5*の存在範囲は r に依存しない。

4 . 3 分析結果の輸出自主規制への含意

最後に分析結果の輸出自主規制に対する含意を述べておこう。仮に自国政府を米国政府、外国企 

業を日本企業とする。企業努力により日本企業は従来の / / タイプから L タイプまで限界費用を低 

下させることができたが，米国政府は日本企業の限界費用の低下を正確に認識することはできない 

としよう。 日本企業は、米国への輸出戦略として二つのシナリオを描いている。第 1 のシナリオは、 

生産性の上昇に見合うだけ価格を下げて輸出を大きく増加させると，将来、米国政府が厳しい輸入 

制限的措置を実施する。第 2 のシナリオは，価格の低下を押さえて輸出の増加を自主的に抑制する 

と，米国政府が将来に実施する輸入制限的措置を緩和できる。第 1 のシナリオを分離均衡，第 2 の 

シナリオを一括均衡とすれば， どちらのシナリオが生じるかは日本企業の割り引き因子に依存する。 

例えば，割り引き因子が図 3 の ”  e  ( 0 ,が s] にあれば日本企業は価格 p人c t ，h) を選ぶことで輸出 

を拡大するであろう。 また， （T  £  + « 3 ) であれば，価格の低下を押さえて輸出を自主的に抑

制する可能性が高いであろう。 したがって輸出自主規制は，輸出数量が米国の貿易政策決定に及ぼ 

す効果を読み込んだ戦略的な行動であり， そうした戦略を日本企業が選んだのは，米国市場におけ

( 1 5 ) アを十分大きくとれば（米国政府が日本企業の生産性の低下を十分予想していれば)，<5* が大き 

い 場合（日本企業が将来の利潤をより重視している場合）には一括均衡のみが存在する。
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図 3 — 括均衡と分離均衡

' F h ( p i - , 0 ,  h )  

F L(pi )0, t i )

1

る将来の利潤をより重視した結果であると考えられるだろう。 さらに輸出自主規制が行われた結果，

消費者余剰の減少を通じて米国の消費者が損失を被ったと言えるだろう
(16)

結 sm

本稿は， 自国へ独占的に輸出する外国企業と自国政府の間に情報の非対称性が存在する場合，外 

国企業が自国政府の最適輸入関税率の決定にいかなる影響を及ぼすのかを，外国企業と自国政府に 

よるシグナリングゲームの枠組みを用いて分析した。 自国政府は外国企業の限界費用を観察するこ 

とができないから，外国企業が選択する財の価格を観察することで外国企業の限界費用の大きさを 

推定する。 自国の最適輸入関税率はこの推定された限界費用の大きさに基づいて決定される。最適

( 1 6 ) 伊藤 • 清野 •誉 田 （1 9 8 7 )でも指摘されているように，前節で求めた一括均衡，分離均衡は均衡概 

念に関する限りは何の問題もない。 しかし，直観的な不自然さがつきまとうのも事実である。そこ 

で補論2 では，伊藤 • 清野 •誉 田 （1987) によって示されているクレプスの直観性の基準に従って均 

衡の精緻化（r e f in e m e n t )を行った。詳しくは補論を参照せよ。また，均衡の精緻化について詳し 

く は Fudenberg and Tirole (1991) や Osborne and Rubinstein ( 1 9 9 4 )を参照せよ。
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関税率の決定過程を認識している外国企業は， 自国政府が観察する財の価格を操作することによっ 

て， 自国政府の最適関税率決定に影響を及ぼそうとする。

高コスト，低コストどちらのタイプの外国企業も同じ価格を選択する一括均衡では， 自国政府は 

観察した価格から外国企業のタイプを正しく推定することができない。 したがって， 自国の最適関 

税率は情報の非対称性が存在しない，すなわち外国企業が関税率の決定になんら影響を及ぼせない 

場合から乖離する。 また，事前に予想していた外国企業のタイプと実際のタイプが異なる場合，事 

前予想の確信の程度が高ければ高いほど，外国企業が最適関税率の決定に及ぼす影響が大きくなる。 

このことは，政府が誤った予想を深く確信すればするほど，外国企業が関税率の決定により大きな 

影響を及ぼすことができ，予想を誤ったことに伴う自国の国民経済厚生の損失が大きくなることを 

示している。一方，分離均衡では， 自国の最適関税率の決定は外国企業の影響を受けることはない。 

なぜなら，分離均衡では外国企業がタイプに応じて異なる価格を選択し，価格を観察した自国政府 

は外国企業のタイプを正しく推定するからである。

一括均衡と分離均衡のどちらが均衡として生じるかは，外国企業の主観的割り引き因子の大きさ 

に依存する。外国企業が将来の利益をより重視すれば（主観的割り引き因子が大きければ)，一括均 

衡の生じる蓋然性が高くなり，現在の利益をより重視すれば分離均衡の生じる蓋然性が高まる。 こ 

の結果は，輸出自主規制が継続された理由を考える際に有益であるかも知れない。 日本企業の生産 

性が大きく上昇した結果，二つの選択を迫られているとしよう。第 1 の選択は生産性が上昇したこ 

とにより米国への輸出を増大させ現在の利益を最大化する。ただしその結果として，米国内の保護 

主義压力が高まり何らかの輸入制限的措置によって将来の利益が大きく減少してしまう。第 2 の選 

択は生産性が上昇したにもかかわらず，輸出を抑制して現在の利益を犠牲にする代わりに，米国内 

の保護主義勢力を刺激せずに将来の利益を確保する。 日本企業がどちらの選択をするかは，現在と 

将来の利益のどちらを相対的に重要視しているかに依存するであろう。

しかしながら， ここでの分析結果を輸出自主規制の継続理由の説明とするには幾つかの問題があ 

る。第 1 に， ここでのモデルでは自国へ輸出するのは外国の独占企業であると仮定されているが， 

現実には複数の外国企業が自国市場で寡占競争を行っていると考えられる。寡占競争の状態にある 

複数の外国企業が自国への輸出削減へ合意するには，企業間の調整が行われなければならない。 日 

本の輸出自主規制では通産省が企業間の調整において非常に重要な役割を果たしたと考えられる。 

ここでは外国の独占企業を想定することで， こうした通産省の役割は考慮されていない。第 2 に， 

ここでの政府は国民経済厚生を最大化すると想定されているが，最近の政治経済学的な分析では， 

政府は国民経済厚生だけでなく企業からの政治献金をも考慮に入れて貿易政策の決定を行うと想定 

されている。 （例えば， Grossman and Helpman ( 1 9 9 4 )等）外国企業が自国政府へのロビー活動を行 

うことができれば，外国企業は輸出削減だけでなく政治献金を通じて自国の保護政策に影響を及ぼ 

そうとするであろう。 そして第 3 に， ここでのモデルでは自国企業が考慮されていない。完全競争
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的な自国企業をモデルに導入したとしても，分析結果は大きな影響を受けないであろう。 しかしな 

がら自国市場で外国企業と自国企業が寡占競争を行うという想定の方がむしろ現実的である。ただ 

し， そのような市場構造のもとでは分析がより複維になり，本稿の分析の焦点である自国政府と外 

国企業の戦略的相互依存関係について明確な結果が得られなくなる可能性がある。

補 論 1

命 題 1 における A h =  /?(1— y) { c ! h~ c * ) [ 4 ( a ~ ^ ch) — /?(l +  j ) {ch~ c*)] >  0 の証明。

証 明 ：P i X - H - c f )  >  0 より 4 U - / ? c J ) - y 5 ( l  +  r ) ( c S —d ：) >  0 を示せばよい。 ァ <  1 より

= 2(2 a-3^ c%  +  j3ct)

>  0

なぜなら，Dx (P2(c*h，t2{c t ) )  =  ( 2 a- 3^ c %  +  0 c t )  /  6 > 0  証明終了

補 論 2

伊 藤 • 清 野 • 誉 田 （1987)で示されているクレブスの直観性の基準を本稿のモデルにそつ て定義す 

ると次のようになる。

『対象とする均衡において，限界費用が c&， d のときの企業の利潤を / 7 ( c幻， 7 7 ( d ) とする。 

均衡では観察されるはずのないある価格かが次の二つの条件を満たすなら， こ の 均 衡 は 「直観的」 

に妥当なものといえない。』

n (p i ,  ti ( ch), Cl) く I7(cl) (A l )

n (jh , t2 (c%), C h )〉 IJ(ch)  (A2)

この条件を満たすかが存在すれば， L 夕イプではなくがタイプに均衡から逸脱する誘因がある 

と考えられる。 したがって，均衡から逸脱するのは L タイプであるという自国政府の確信は合理 

的でないことになり，均 衡 は n に関する仮定（13) ( 1 4 )と直観的に整合的でないことになる。

この基準に従うと，図 3 における直観的に妥当な分離均衡の / ^ の値は次のようになる。 （図 3 の 

太線部分）

( 1 ) 0 <  d* ^  日2(c%— c t ) 2 /  G  のとき，

PH 1 =  Pl(c*H, tl)

(2) /?2( d c f ) 2 / C l  S  S  打のとき，

p ^ [ B L+ ( d * C L)12] / 2 / 3

また，直観性の基準から次の条件が満たされているとき，図 3 において直観的に妥当な一括均衡 

は存在しない。

82 ( 420)



(22) (3 7 )から，全 て の 一 括 均 衡 価 格 が は か = 政 の と き に （A 1 ) を満たしている。 したがっ 

て，全ての一括均衡価格ダに対して次のような（A 2 ) を満たすか = 成が存在すれことが求める 

べき条件である。

7T*(p ,̂ ,2(C 為)，Ch) +  S* 7T*(p2{cH,ら( c S ) )，Ch, ら( c j ) )

> c*h, h )  +  8 * 7 t * ( p 2( c % , ぬ ，，c %  t O

(4) (T S < ( T  のとき，

全 て の 一 括 均 衡 価 格 に 対 し て 次 の よ う な （A l )  ( A 2 )を満たすか =/=がが存在することが求め 

るべき条件である。

7 T * ( p i ,  C h , t i ) +  d * 7 T * ( p 2 ( c H , ら(C為))，C % , ら(cS))

> 7T*( ph  C%, ty) + d * 7 T * ( p 2( c l  ば)，C*h , ば) 
c t ,  h )  +  8 * 7 c * ( p 2( c t ,  t p ),  c t ,  t p )

>  7T*(pU Ct,  U) +  d*7T*(p2( c t ,  t2{c%)), Cl,  t2(c*H))
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